
別記様式第６ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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①－２基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)
である場合の検討
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住宅 住宅と空地が混在する区
画整然とした住宅地域

富士中前停250 m

特記すべき事項はない ５ｍ町道 富士中前停南東方250 m

八丈町では人口減少が続くが、高齢化率は約４０％で頭打ち。来島者
数はコロナ禍前の水準を回復。土地取引件数がやや多くなっている。

地域要因に特段の変動はみられない。同一需給圏内の類似地域と比較
して競争力が優れている程度や取引当事者の属性等にも変化はない。

個別的要因に変動はない。近隣地域では標準的な画地等の条件を有し
ており、近隣地域内の他の不動産と比較して競争力は平均的である。

島の中央部の平坦で区画整然とした住宅地域。未利用地も散見されるが、利便性が高いことから需給は安定して
いる。開発計画等の特段の変動要因も見当らないことから、今後暫くは現状のままで推移するものと予測する。
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　 額の決定の理由　　　
　 検証及び鑑定評価

(6)市場の特性

比準価格は価格牽連性の強い三根及び大賀郷地区の住宅地取引から求められた実証的な価格で、中心的需要者の取引動
機が反映された価格水準が的確に把握できた。一方で、賃貸市場や投資尺度が未成熟であるため、収益還元法の適用を
断念した。以上より、供給者と中心的需要者は類似不動産との比較において売買の意思決定を行う傾向が強いことから
、比準価格が妥当と判断し、更に公示価格を規準とした価格との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

同一需給圏は八丈島全域の住宅地域であるが、島の中心地である三根及び大賀郷地区の住宅地域と価格牽連性が強い。
需要者は自ら居住する住宅を求める島内住民が中心である。八丈島では人口減少が続くが、来島者数の回復等の明るい
兆しもみられる。利便性が高く優良な近隣地域の住宅需要は低調ながら安定的に推移し、地価は横ばいと観測される。
建築費や解体費が高いことから取引価格は様々であるが、既存の一戸建住宅で１～２千万円程度の取引が中心である。

①－１対象基準地の検討
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令和 6

令和 6 7 1

令和 6 7 5

八丈(都)　 － 1 東京都 島しょ 不動産鑑定士 仲丸　智行

共立鑑定株式会社
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